第１号様式（第７条関係）
　　年　　月　　日

(宛て先)
京　都　市　長

団体名　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　  　


芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金交付申請書


標記のことについて、下記のとおり申請します。

記

１　交付申請額



２　事業計画書



３　収支予算書





第２号様式（第８条関係）　　　　　　　　　　　　　　　京都市指令文文文第　　　　号
令和　　年　　月　　日
（申請者）様
京都市長　    　　
担当課　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk105094046]担当者　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　

芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金
交付決定通知書

令和　年　月　日付けで申請のあった上記の補助金について、申請事業を採択し（又は認定し）下記のとおり補助金を交付することを決定したので通知します。

記

１　事業名　　　

２　交付予定額　　金　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　
３　交付の条件
（１）事業内容等を変更しようとするときは、市長の承認を受けてください。ただし、著しい変更の場合は補助金の減額や交付決定の取消を行うことがあります。
（２）事業が完了した後、１箇月以内又は補助事業の完了の日が属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出してください。なお、補助対象経費の支出額が交付額に満たない場合等は交付額を減額することがあります。
（３）次の事項に該当すると認められる場合は、交付額の全部又は一部を返還して
いただきます。
　　ア　申請内容に、虚偽その他不正の事実があったと認められるとき。
イ　申請のあった事業計画の内容を実施する見込みがないと認められるとき。
　　ウ　所定の期間内に事業の実績が分かる書類又は関係資料の提出がないとき。
　　エ　実績報告を受けた事業内容が、事業計画の内容と著しく異なり、かつ、制度の趣旨を損なうものであると認められるとき。
　　オ　補助金の使途がふさわしくないと認められるとき。
　　カ　その他、提出された資料に虚偽のあるとき。
　　キ　申請者が刑罰法令に触れる行為をするなど、本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがあるとき。

第３号様式（第８条関係）　　　　　　　　　　　　　　　京都市指令文文文第　　　　号
令和　　年　　月　　日

（申請者）様
京都市長   　     
担当課　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　

芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金
不交付決定通知書


令和　年　月　日付けで申請のあった上記の補助金について、申請事業を不採択とし（又は不認定とし）、補助金を不交付とすることを決定したので通知します。


　（理由）






＊１　この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
＊２　また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。



第４号様式（第９条関係）

芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金
事業変更承認申請書

	（宛先）京都市長
	令和　　年　　　月　　　日

	申請者の住所（団体等の場合は、団体所在地）
〒


	申請者の氏名
※申請時の申請者名を記載してください。
※団体等の場合は団体等名及び代表者氏名を記載してください。




	
	電話（　　　）　　　－



芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金交付要綱第９条の規定により事業内容の変更を申請します。

	事業名
	


	変更理由
	


	変更内容
	










	添付書類
	☐　変更後の改修内容が分かる書類
☐　事業費の内訳が分かる書類
※　必要に応じて詳細が分かる参考資料等を添付してください。





第５号様式（第９条関係）　　　　　　　　　　　　　　　京都市指令文文文第　　　　号
令和　　年　　月　　日

（申請者）様
京都市長          
担当課　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　


芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金
事業変更承認通知書

令和　年　月　日付けで変更申請のあった上記の補助金について、下記のとおり変更することを承認したので通知します。

記

１　事業名　　　

２　変更事由　　

３　変更後の交付予定額　　　金　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　





第６号様式（第１０条関係）


芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金
申請取下げ届

（宛先）京都市長

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　
申請者　　　　　　　　　　　　



私は、「芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金」に申請し、交付決定通知を受けましたが、以下の理由から申請を取り下げます。

１　事業名

２　取下げの理由




第７号様式（第１０条関係）　　　　　　　　　　　　　 京都市指令文文文第　　　　号
令和　　年　　月　　日

（申請者）様
京都市長          
担当課　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　


芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金
申請取下げ承認通知書


令和　年　月　日付けで申請取下げ届の提出があった上記の補助金について、下記の事業の申請取下げを承認したので通知します。

記

１　事業名　　　  

２　交付予定額　　金　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　

３　交付決定日及び決定番号　　令和　年　月　日　京都市指令文文文第　　　号




第８号様式（第１２条関係）　　　　　　　　　　　　 京都市指令文文文第　　　　号
令和　　年　　月　　日

（申請者）様
京都市長　        
担当課　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　


[bookmark: _Hlk44609526]芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金
交付額確定通知書


令和　年　月　日付け京都市指令文文文第　　号をもって交付を決定した上記の補助金について、下記のとおり交付額を確定したので通知します。

記

１　事業名　　　

２　交付額　　　金　　　　　　　　円


第９号様式（第１４条関係）　　　　　　　　　　　　 京都市指令文文文第　　　　号
令和　　年　　月　　日

（宛先）京都市長

法人等の所在地　　　　　　　　
法人等の名称　　　　　　　　　　　　　
代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　


芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金に係る
消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書


令和　年　月　日付け京都市指令文文文第　　号をもって交付額を確定した上記補助事業に関する令和　年度消費税及び地方消費税の額について下記のとおり確定しましたので、芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金交付要綱第１４条の規定により、報告します。

記

１　事業名　　　

２　交付額（市長が交付額確定通知書により通知した額）
　　　金　　　　　　　　円

３　消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（要補助金返還額）
　　　金　　　　　　　　円


注　別紙として積算の内訳等、３のわかるものを添付してください。



第１０号様式（第１５条関係）　

芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金
請求書


	（宛先）京都市長
	令和　　年　　　月　　　日

	申請者の住所（団体等の場合は、団体所在地）
〒



	請求者の氏名
※申請時の申請者名を記載してください。
※団体等の場合は団体等名及び代表者氏名を記載してください。



	
	電話（　　　）　　　－



芸術家等の定住・移住推進に向けた市営住宅活用制度補助金交付要綱第１５条の規定により補助金の交付を請求します。

	請求額（税込み）
	　金　　　　　　　　　　円

	事業名
	




下記、口座への振込を希望します。
	金融機関名
	
	店舗名
	

	口座種別
	普通（総合）・当座・貯蓄・その他（　　　）

	口座番号
	

	口座名義（フリガナ）
	

	口座名義（漢字等）
	


※　請求者の氏名と名義が一致する口座を記入してください。（旧姓不可）
※　ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名（漢数字）・預金種目・口座番号を記入してください。



